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旧年中、皆様方には当協議会の事業運営に格別

のご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうござい

ました。

当協議会は、今後も公正競争規約を円滑、効果

的に運用することにより、一般消費者の自主的か

つ合理的な選択を確保するとともに、事業者間の

公正な競争を確保するため、消費者庁、公正取引

委員会、国土交通省をはじめとする関係官公庁の

ご指導のもと、会員団体、維持会員、賛助会員、

関係団体等とも緊密に連携し、公正競争規約の公

正・中立な運用機関として、不動産広告のより一

層の適正化に努めてまいります。

また、当協議会は、不動産公正取引協議会連合

会の事務局として、引き続き、各地区の不動産公

正取引協議会が円滑に事業が遂行できるよう協力

・支援を行ってまいります。

皆様方の益々のご繁栄、ご健勝をお祈り申し上

げますとともに、本年も何卒、当協議会の事業運

営等につきまして、ご指導、ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

■１２月１３日（木） 調査指導委員会・事情聴取会

当協議会会議室において、午後２時４５分から、

調査指導委員会（第２小委員会主催）を開催しま

した。

会議では、初めに、小田桐委員長（副会長）の

挨拶の後、齊藤専務理事から「１０月度の措置事

会 議 等

１２月の業務概況

業者に対する掲載停止処分の状況」、「１１月度

の事案処理件数等の状況」など、前回の調査指導

委員会以降の業務概況を報告しました。

引き続き、消費者庁、国土交通省、東京都、及

び一般財団法人不動産適正取引推進機構の担当者

出席のもとに事情聴取会を開催し、第２小委員会

の小山委員長の司会により、まず事務局職員から、

当日、事情聴取対象の４社の広告表示等の調査結

果について説明を行い、次いで４社の代表者等か

ら表示規約違反の疑いのある広告表示について、

その作成経緯、表示内容と調査結果との相違点、

今後の改善策等について事情聴取を行いました。

その後、事情聴取を行った事案に対する調査指

導委員会としての事実認定と違反内容とを勘案し

た措置案について審議・決定し、１２月１８日開

催の理事会に諮ることとしました。

■１２月１８日(火) 第９回理事会

ホテルメトロポリタンエドモント（千代田区）

において、午後１時から、平成３０年度第９回理

事会を開催しました。

会議では、中井会長が議長となり挨拶の後、初

めに、小田桐調査指導委員長（副会長）の提案に

より「公正競争規約違反事業者に対する措置」に

ついて審議し、４社に対し厳重警告及び違約金課

徴の措置（調査指導委員会の措置案のとおり）を

決定しました（次頁以降参照）。

次に、齊藤専務理事より「弁護士との顧問契約

の締結」、「１１月度の事案処理件数等の状況」、

「１１月度の措置事業者に対する掲載停止処分の

状況」など、前回の理事会以降の業務概況等を報

告しました。

■１２月２１日(金) 事情聴取会

当協議会会議室において、午前１０時から調査

指導委員会の付託を受けて専務理事の司会により

事情聴取会を開催し、加盟事業者（１社）の代表

者からその作成経緯、表示内容と調査結果との相

違点、今後の改善策等について事情聴取を行いま
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した。この結果については、１月２４日開催の調

査指導委員会に報告し、同委員会において措置案

を審議・決定の上、１月２９日開催の理事会に諮

ることとしました。

１２月４日(火)、主婦会館プラザエフ（千代田

区）において、午前９時３０分から午後３時３０

分まで、賛助会員の役員・社員を対象とする第１

６回不動産広告管理者養成講座を開催し、３４社

･１２３名が受講しました。

この講座は、公正競争規約に精通した不動産広

告の企画・制作・管理業務に従事する人材の養成

に寄与することを目的として、適正広告作成に係

る必要な基礎的・実務的知識の習得を支援する趣

旨で、平成１６年３月から実施しているものです。

また、講座終了後、午後４時から４０問の効果

測定試験を実施しました（制限時間は９０分）。

この試験に所定の成績を修めた受講者には「不

動産広告管理者養成講座修了認定証書」等を交付

いたしますが、その結果については、平成３１年

１月中に通知する予定です。

なお、これまでの合格者数は９８８名です｡

会員団体（普通会員）に、その自主規制担当部

門の役員等を公正競争規約指導員として養成する

ため、随時、本講座の開催を依頼しています。

１２月度は、１２月１１日に(公社)東京都宅

地建物取引業協会に開催いただき、役員６名を

対象に実施しました。

受講者には、後日「公正競争規約指導員証」

を交付いたしました。

会員団体等が主催する公正競争規約研修会に講

師として当協議会職員を派遣しています。

１２月度は、次のとおり７回（総参加者５８８

名）講師を派遣しました。

◆１２月 ６日

主催：(株)中央住宅（ポラスグループ）

対象：社員６８名（越谷市）

公正競争規約研修会

第１６回

不動産広告管理者養成講座
～１２月４日開催～

公正競争規約指導員養成講座

◆ ７日

主催：(公社)新潟県宅地建物取引業協会

対象：新入会員事業者２９名（新潟市）

◆ １１日

主催：東北地区不動産公正取引協議会

対象：役職員４２名（秋田市）

◆ １２日

主催：四国地区不動産公正取引協議会

対象：加盟事業者２１８名（高知市）

◆ １２日

主催：(公社)全日本不動産協会新潟県本部

対象：会員事業者１２３名（新潟市）

◆ １２日

主催：(公社)神奈川県宅地建物取引業協会

対象：新入会員事業者３３名（横浜市）

◆ １４日

主催：（一社）不動産流通経営協会

対象：会員事業者７５名（千代田区）

１２月度の「厳重警告及び違約金」の措置を講

じたのは、次の４社です。

これら４社については、不動産情報サイト１１

サイトへの広告掲載が原則として１か月以上停止

となります。

Ａ社：台東区所在 免許(３)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（自社ホームページ）

賃貸住宅１０物件

◆おとり広告（契約済物件）

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、長い

もので１か月半以上、短いもので１６日間継続

して広告（８件）

◆取引条件の不当表示

◎ 「初回保証料:月額総賃料の５０％～」（１

件）、「初年度保証料:月額支払額４０％」

（１件） ➔ 初回以降の保証料不記載

◎ 「保証人代行業務 任意加入」、「保証人不

要」➔ 保証会社を利用しない場合は、連帯保

証人を要し、連帯保証人がいない場合は、保証

会社の利用が取引の条件（１件）

◎ 「保証人代行義務 必加入」、「詳細はお問

合わせ下さい。」➔ 保証料不記載（２件）

◎ 「保証人不要」➔ 必要（１件）

◎ 「敷金 １ケ月」、「ペット相談」➔ ペット

公正競争規約違反に対する措置等
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を飼育する場合は、敷金が賃料の３か月分とな

る旨不記載（１件）

◎ ルームクリーニング費用（２件）及び鍵交換

費用（１件）不記載

過去の措置

Ａ社は、平成２５年９月にインターネット広告

（不動産情報サイト）において、実際よりも賃料

を安く表示する等の不当表示を行ったことにより

厳重警告・違約金の措置を受けている。

Ｂ社：豊島区所在 免許(１)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（ライフルホームズ）

賃貸住宅６物件

◆おとり広告（契約済物件）

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、長い

もので約２か月間、短いものでも１か月間継続

して広告（４件）。

◆取引条件の不当表示

◎ 「保証会社 －」⇒ 保証会社の利用が取引の

条件（１件）

◎ 「敷金 無」、「ペット相談可」➔ ペットを

飼育する場合は、敷金が賃料の２か月分となり

その敷金は退去時に全額償却される旨不記載

（１件）

◎ 消化剤費用、２４時間サポート費用及び消毒

費用不記載（各１件）

◎ 「住宅保険 不要」➔ 加入必要（１件）

◆交通の利便の不当表示

◎ 「小田急小田原線○○駅 徒歩２０分」➔ 徒

歩２３分

Ｃ社：横浜市所在 免許(２)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（スーモ）

新築住宅８物件

◆おとり広告（契約済物件）

◎ 既に契約済みで取引できないにもかかわらず、

新規に情報公開を行い、約３か月間（１件）又

は約２か月半（１件）継続して広告

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、長い

もので約２か月間、短いものでも約１か月間継

続して広告（４件）

◆取引内容の不当表示

◎ 「土地面積１３０.６４㎡」➔ １１３.６４㎡

◎ 「建物面積１０６.８２㎡」➔ １０３.５０㎡

◎ 「主寝室８.５帖」➔ ７畳相当

◆特定事項の明示義務違反

◎ 敷地面積に路地状部分を含む旨及びその割合

（約３３％１件、約３０％１件）又は面積不記

載

◆容積率の不当表示

◎ 「容積率２００％」➔ １６０％（１件）

◆表示基準違反

◎ 建物面積に車庫面積を含む旨及びその面積不

記載（３件）

Ｄ社：武蔵野市所在 免許(２)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（スーモ）

賃貸住宅７物件

◆おとり広告（契約済物件）

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、長い

もので３か月半、短いものでも２１日間継続し

て広告（４件）

◆取引条件の不当表示

◎ 「初回保証料（家賃＋共益費＋駐車場）の５０

％～」➔ 初回以降の保証料不記載（１件）

◎ 鍵交換費用不記載（１件）

◆取引内容の不当表示

◎ 「構造 鉄筋コン」➔ 鉄骨造（１件）

◎ 「築年月 １９９６年」➔ １９９２年築（１

件）

◎ 「東南向き」､「南面バルコニー」➔ 東向き、

東面バルコニー（１件）

◆表示基準違反

◎ 「内装リフォーム済」➔ リフォームの内容

及び時期不記載（３件）


